
 資料１  
 

令和５年１月 17日 

環境エネルギー部 

遊佐町沖の法定協議会について 

 第１回法定協議会                              

○ 開催日時 令和４年１月 24日（月）10時～12時 

○ 開催場所 鳥海温泉「遊楽里」鳥海文化ホール 

【協議事項】 

① 再エネ海域利用法の概要説明 

 法手続きの説明、先行区域の意見とりまとめ紹介 

② 今後の法定協議会の進め方について 

 構成員からの問題意識の表明、意見交換 

 

 第２回法定協議会                                 

○ 開催日時 令和４年９月２日（金）15時～17時 

○ 開催場所 パレス舞鶴 

【協議事項】 

① 専門家等からの情報提供 

（第１回法定協議会意見・質問に対する回答） 

 漁業影響調査に係る情報提供 

 漁業協調策・振興策、地域振興策に係る情報提供 等 

② これまでの遊佐部会における意見について 

 県意見として「これまでの遊佐部会で出された意見等」資料２を説明 

③ 今後の法定協議会の進め方について 

 

 第３回法定協議会                               

○ 開催日時 令和４年 12月 19日（月）16時～18時 

○ 開催場所 パレス舞鶴 

【協議事項】 

① これまでの協議会で出された意見について 

 漁業影響調査や振興策に関する主なコメントの振り返り 

② 漁業影響調査（案）について 

 調査目的や検証する事項、調査方法の検討における留意事項等の説明 

③ 漁業協調策・振興策（案）、地域振興策（案）について 

 各種振興策で期待される取組みの方向性資料３を説明 
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 地元関係者の構成員                          

＜再エネ海域利用法第９条第２項＞ 

区分等 所属 役職 氏名 

１
号 

山形県 環境エネルギー部長 

杉 澤
すぎさわ

 栄 一
えいいち

 

（第 1回） 

安孫子
あ び こ

 義
よし

浩
ひろ

 

（第 2回、第 3回） 

２
号 

遊佐町 町長 時田
ときた

 博機
ひろき

 

３
号 

関
係
漁
業
者
の
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
利
害
関
係
者 

山形県漁業協同組合 理事・遊佐町関係漁業者 伊原
いはら

 光
みつ

臣
おみ

 

山形県漁業協同組合 理事 田代
たしろ

 善
よし

幸
ゆき

 

山形県漁業協同組合 専務理事 西 村
にしむら

 盛
さかり

 

山形県内水面漁業協同組合連

合会 
代表理事会長 大場

おおば

 一
かず

昭
あき

 

山形県鮭人工孵化事業連合会 会長理事 尾形
おがた

 修
しゅう

一 郎
いちろう

 

学
識 

経
験
者 

東北公益文科大学 学事顧問 吉 村
よしむら

 昇
のぼる

 

 
＜参考＞ 

再エネ海域利用法第９条 
２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 
一 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事 
二 農林水産大臣及び関係市町村長 
三 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土
交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者 

 


